
  
  
 
 

 
 

 
栽培漁業センター・栽培漁業協会の取り組み方針(平成１９年度) 

 栽培漁業センター・（財）栽培漁業協会では、平井

新知事のマニュフェストにも明示された「栽培漁業実

用化対象魚種の拡充」等の水産振興施策の早期実現の

ため、下表のとおり、今年度の主要取り組み課題を編

成しました。このうち、「栽培漁業の推進」では、こ

れまで進めてきた「放流事業」を漁業者の皆様のニー

ズや成果試算を基に精鋭化し、早期定着を目指します。

また、内水面を含めた「養殖漁業」の普及に重点を置

き、漁業者を始め、農業や建設業に携わる皆様にも開

かれた経営体の創出支援に取り組みます。  

 一方、近年、赤潮やイワガキのノロウイルスなど、

海洋環境の変化に伴う漁業被害が多発しております。

このような漁場環境に目を向け、監視や保全方法を探

ることも私たちの役割と心得ています。海域だけでな

く、湖沼や河川、さらにこれまであまり目が向けられ

てこなかった中海の漁場環境にも注目して、漁業振興

につながる環境保全のあり方を探ってまいりたいと思

います。 

 さて、水産資源の変動や燃油の高騰など、沿岸漁業

の経営環境はますます厳しさを増しています。こんな

時こそ、貴重な水産資源を巧く管理し、効率的に生産

につなげることが大切です。そこで、資源情報の提供

や管理方策の提言を積極的に行うとともに、漁場や漁

況の予測などの情報提供に努め、漁業経営の支援につ

とめたいと思います。 

 ところで、これまで、漁業者を始めとする県民の皆

様への情報提供のための調査活動に携わってき試験船

「第二鳥取丸」が、今年度中途をもって廃船の方針と

なりました。今後は、漁業者の皆様のご協力を得なが

ら、情報の質や量の低下を極力避けるよう努力したい

と思いますので、皆様のご協力とご理解をよろしくお

願いいたします。
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栽培漁業センター・栽培漁業協会の主な取り組み(平成１９年度)

Ⅰ：生産者の皆さんへの技術的支援

Ⅱ：漁場環境(海・内水面)の監視・守り育む技術の提供

1)栽培漁業 (放流・養殖) の推進

①メイタガレイ種苗生産基礎技術の開発

③ヒラメ放流再開の可能性の検証

②放流方法・効果の検証(クルマエビ・バイ・オニオコゼ・カサゴ・キジハタ)

⑤魚病対策技術の開発・検査指導(養殖業対象)

⑥アユ資源回復対策(冷水病対策・河川環境の点検など)

2)効率的な沿岸漁業の推進

①重要資源情報の調査・発信・資源管理方策の提言(ヒラメ・マダイ・
Ⅰメイタガレイ・ムシガレイなど)
②サワラの資源生態調査(標識放流による予備試験)

③アカイカ漁況・漁場情報の調査・提供

①中海の漁場環境調査・漁業振興方策の検討

④効率バイ篭の開発

⑥放流・養殖種苗の量産技術の開発(バイ・オニオコゼ・メイタガレイ・
Ⅰイワガキ・早穫れワカメなど)

④内水面養殖技術支援(ホンモロコなど)

⑧放流方法の現地指導・効果調査(アワビ・サザエ・クルマエビなど)
⑨養殖経営体の創出支援・現地指導(ヒラメ・アワビ・イワガキなど)

⑩アラメ藻場造成活動

⑩放流・養殖用種苗の生産・配布(アワビ・サザエ・クルマエビ・アユなど)

②沿岸漁場環境の監視・保全技術の検討(海洋変動・赤潮・貝毒・藻場など)
③湖沼・河川の魚介類生息環境の点検・改善手法の検討(東郷湖)
④湖山池塩分導入試験(魚介類への影響・水門の適正管理手法の検討)

⑦シジミ残留農薬対策(基準値見直しのための試験)
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近年、鳥取県のアワビの水揚げが好調です。本

県のアワビ漁獲量は平成 15 年までは 5 トン前後

で推移していましたが、平成 16 年は 7.7 トン、

平成 17 年が 8.9t、平成 18 年は 12.9 トンと順調

に伸びています。（図 1） 
 近年の豊漁は、「天然アワビの増加」と「放流

アワビが漁獲資源へと結びついている事」の二つ

の要因に支えられているものと考えています。 
アワビはおよそ 3～4 才で漁獲サイズに成長し

ます。ここ数年は、親貝が大量に産卵し、その後

の海況（水温など）も好条件で、更に稚貝を捕食

するヒトデやタコなどの外敵生物が少なかった

ため、稚貝の生き残りが良く、天然アワビの増加

につながったものと考えられます。 
一方、放流アワビが漁獲される割合が高くなっ

ている理由として、放流方法改善の効果が現れて

いるのではないかと考えています。以前の放流は、

船上からのバラマキが主流でしたが、この方法で

は生き残りに適した場所に落ちる稚貝は稀で、棲 
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図 1 鳥取県におけるアワビ類の漁獲量推移 

み場を求めて移動する間に外敵に食べられる危

険性が高いことがわかりました。このため、平成

15 年から栽培漁業協会の職員も放流に同行し、漁

業者と共に条件の良い場所に潜水して放流する

ようにしています。また、放流の前後にヒトデな

どの食害生物（図 2）の駆除を行う事も勧めてお

り、今では駆除作業を年に数回行っている地区も

あります。このことは、放流した稚貝の保護だけ

ではなく、天然アワビの稚貝の保護にもつながり、

結果的にアワビの資源全体が増えることになり

ます。このように丁寧な放流を行うようになった

結果、放流アワビを漁獲する割合（回収率）が、

以前は 1 割前後だったものが、近年は 2 割前後に

まで増加し、地区によっては 3 割前後の値を示す

例も出てきました。 

 

図 2 ヤツデヒトデに食べられているサザエ 

 
このように、本県でもアワビの放流方法の改善

やその後の資源管理と漁場管理によって、資源水

準が上向きつつあります。しかし、他県には本県

よりも資源管理や漁場管理についてさらに厳し

いルールを設定しているところもあります。アワ

ビの漁獲量は、基本的には天然アワビの資源に左

右されます。従って、本県でも親アワビの資源が

増えている今こそ、これまで以上の資源管理を推

進する事により、アワビの漁獲量を高い水準で維

持できると考えられます。また、放流アワビの漁

獲についても、現在の放流体制や食害生物駆除の
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取り組み体制が維持できれば、継続した効果が期

待できます。これは、今以上に放流数を増やせば

漁獲量を増やすことができる可能性もあるとい

うことです。また、禁漁区を設定し、そこへアワ

ビの稚貝を放流しながら数年管理することで親

貝場を作り、再生産を積極的に促す取り組みも、

安定した資源水準を維持するためには重要です。

このように、アワビの漁獲を維持するために放流

が果たす役割は、様々な局面でますます重要にな

ると思われます。 
 一方で「最近、海藻が少なくなった」という声

もよく耳にするようになりました。このことは、

アワビの餌が不足していることを示しており、資

源の盛衰に大きく影響します。また、ある場所で

は「以前は海藻が多いためにアワビが隠れて採り

にくかったが、最近は海藻が少ないためにアワビ

が良く見え、アワビが採りやすくなった」という

意見も聞きます。このような場所は、発見しやす

くなったことで漁獲圧が上がり、一時的に漁獲量

が増加しますが、海藻に隠れて残されていた親ア

ワビとなる資源が減少し、再生産の力が低下する

可能性もあります。このように餌環境や棲息環境

が悪化する中で、空港港湾課の事業を利用して、

アラメ（図 3）の株を移植する試みをしている地

区があります。移植された母藻の周辺に若いアラ

メの株が徐々に増えつつあり、今後に期待が持た

れています。 
以上のように、アワビの豊漁状態を維持するた

めには、採るだけではなく「臨機応変な資源管理

と漁場管理の体制」を作る必要があります。 

 
     図-3 移植したアラメ 

最後になりましたが、他県でのアワビ漁場管理

の取組について紹介したいと思います。各組合で

アワビ漁を行う上での制度に違いがあると思い

ますので、それぞれに合った管理方法を考えても

らうのが良いでしょう。資源が高い水準の現在、

各組合でもう一度、アワビの資源管理について積

極的に取り組む良い時期なのではないでしょう

か。是非参考にしてみて下さい。 
 
 
 
 
 

1. 漁期：6 月中旬～9 月中旬内 
操業日数 40 日前後 

 
操業日数の変更 

・操業日数の短縮：漁獲量が少ない年。 
          （親貝の保護のため。） 
 ・操業日数の延長：前年、台風などで漁に

出る日が少なく、かつ

資源が多い年。 
 
2.漁獲物の取り扱い 
         
 
          
 
 
          
         …検査：組合職員と 
              漁業者代表 
 
 
 
 
 
 
 

漁獲アワビ

すべて組合へ 

規格外 規格内 

海へ返す 計量 

組合が集約して管理 

出荷 
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天然アユの復活に向けて（アユ資源回復プラン） 
2004 年以降、鳥取県下ではアユの減少傾向が

続いています。原因として環境の悪化、病気の蔓

延、カワウ等の鳥による被害など色々問題があげ

られますが、その因果関係ははっきりしません。 

 
減少が続く一方で、アユの増殖策は放流以外に

は手が無いという状況が続いてきました。しかし、

多くの稚魚を放流しながら、一向に増えないとこ

ろをみると、放流だけに頼るアユ増殖策には疑問

が感じられます。 
ダムや堰堤などにより天然のアユが遡上不可

能な地域への放流は必須だと考えられますが、多

くの稚魚を放流したところで、環境が悪ければ生

きていけないことは明らかです。 
 
このような状況の中で「鳥取県アユ資源回復プ

ラン」作りが始まりました。これはアユを取り巻

く環境を調査し、問題点を分析・解決していくこ

とによって、天然アユの増殖をねらったものです。 
調査をすすめていく中で、鳥取の河川は病気や

カワウ以外にも沢山の問題があることがわかっ

てきました。例を挙げると・・・ 
・遡上を阻害する堰堤が多い。 
・産卵場が荒廃している。 
・減水により産卵が阻害されている 

などがあり、他にも多くの問題が見つかりました。

これらの問題を解決するために、産卵場の造成や、

堰堤の改善などを示したプランができました。 
このプランは漁協や行政だけで行うことは不

可能で、流域住民の活動が必須なものとなってい

ます。既に漁協などにより、産卵場の造成をはじ

めとした活動が始まり、効果があがっています。 
アユは川から海へ下り、また川へ戻ってきます。

そして、その川の水は山から供給されます。この

ことを考えると、アユは山と川と海を繋ぐ豊かな

自然の象徴だと言えます。 

 

また、豊かな自然は、観光や特産品など、経済

的な効果を生むだけでなく、地域活動を活性化し

たり環境保全の意識を向上させたりと、様々な可

能性を秘めています。 
アユを通して豊かで誇れる地域社会ができあ

がった時、資源回復プランの真の成功と言えるの

かもしれません。 

 
 
資料 
平成１８年度アユ資源回復調査業務報告書 

千代川における産卵場造成 

（06/05/25；五千石堰堤直下） 
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新 豊かで安心な魚を育む漁場環境監視事業について
近年、エチゼンクラゲや有害赤潮などの大発生

が鳥取県の沿岸・沖合海域でしばしば確認される

ようになり、これによる漁業被害も起きています。

また、磯場について目を向けると、磯焼けが全国

的な問題となっています。本県沿岸域では磯焼け

現象までは認められませんが、漁業者からは ‘藻

場が減った’という声をよく耳にします。 
 一方、本県の沿岸漁業で獲られる魚種の組成も

大きく変わりつつあります。特に、暖海性魚類で

あるサワラは、かつてはあまり漁獲されませんで

したが、平成 12 年頃から急増し、今では本県の

沿岸漁業の重要対象種の一つとなりました。 
 最近の研究では、中長期的な冬季の水温変化が

浮き魚の魚種交代を引き起こしているのではな

いかと考えられています。また、温暖化による海

水温上昇によって藻場の様子が大きく変わると

いう予測（説）もあります。 

 

産地市場内に陳列されたサワラ 

 
本県沿岸域の豊かな水産資源を維持するため

には、水産資源の動向自体を把握するだけではな

く、これを取り巻く環境もしっかりと把握するこ

とが、ますます重要となっています。そこで、栽

培漁業センターでは、平成 19 年度より新たな事

業として「漁場環境監視調査」を開始しました。

この事業は、「沿岸域における海洋観測」「赤潮プ

ランクトンのモニタリング」「貝毒プランクトン

のモニタリング」の三つの柱を統合した調査計画

を設定しています。 

 特に、本事業では赤潮の発生を予測するための

モニタリングを強化しました。これまでも、赤潮

プランクトンの発生状況の把握に努めてきてお

り、人工衛星から得られる画像（クロロフィル a
の濃度）や海流などの情報をもとに赤潮プランク

トンの来遊や発生のメカニズムを検討してきま

した。しかし、日本海における赤潮プランクトン

の生態に関する情報は、瀬戸内海などに比べると

非常に乏しく、より濃密な現場での調査データの

収集が、どうしても必要な作業となります。今年

度からは、より沖合域までの広い範囲にわたる海

域で、赤潮プランクトンの出現状況を監視する計

画です。「いつ？どこで？どの位の濃度で？どの

様な条件（水温・塩分・気象）で？どの様な種類

のプランクトンが出現するのか？」を把握し、こ

れらの情報をきちんと集積していくことで、沿岸

域での赤潮の発生メカニズムを明らかにでき、発

生予測する上での裏付けが出来るようになると

考えています。 
 ほかにも、藻場の監視調査を新たに予定してお

ります。藻類はアワビ、サザエ等の餌となるだけ

ではなく、魚類の育成場としての機能も果たして

います。藻場は沿岸域の水産資源を底から支える

重要な環境要因であり、この消長を把握すること

は重要な課題と考えております。 
  これらの調査で得られた結果を、沿岸海洋環境

の保全へ活かしていきたいと考えておりますの

でよろしくお願いします。 

 
例年に比べて早く出現した夜光虫 

（H19.4/6 御来屋沖合） 
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    沿岸底魚類の資源動向について     
①ヒラメ 

鳥取県におけるヒラメ漁獲量は H7 年以降急激

に減少し、H12 年に 34.5t にまで減少しました。

しかし、それ以降緩やかな増加傾向にあり、H18
年のヒラメ漁獲量は 84.3ｔ、漁獲金額は 1.29 億

円で、H9 年以来の 80t を超える漁獲量となりま

した（右図）。ヒラメの資源は低位水準から中位

へと上向き傾向にあります。H18 年度の当歳魚の

漁獲資源への加入状況も比較的良く、H19 年も

H18 年と同レベルの資源状態が維持されるもの

と考えられます。 

 
図 鳥取県におけるヒラメの漁獲量推移 

 

②バケメイタ 
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図 鳥取県におけるバケメイタの漁獲量推移 
 

 

 

バケメイタの漁獲量は H17 年には過去最低の

43.0t まで落ち込みましたが、H18 年は 86.0t に

回復し、漁獲金額も 84 百万円となりました（右

図）。また、昨年度は当歳魚の発生状態が良く、

秋季から冬季にかけて県中部海域の漁業者から、

小型底曳き網の操業時にバケメイタの当歳魚（小

型魚）が大量に入網するという報告があがりまし

た。これを受け、県中部海域（福部と鳥取の境界

線～天神川沖）では,小型魚の漁獲を抑えるため

の目合い拡大措置（水深 60ｍ以浅の海域で、H19

年 2-3 月までの間、袋網の目合いを 6節から 5節

へ拡大）がとられました。 

③マダイ 

H18 年のマダイの漁獲量は 181.1ｔで、前年に

比べ上向きました。本県におけるマダイの漁獲量

の大部分は刺網による漁獲で占められています。

刺網でのマダイの漁獲動向は、様々な要因に左右

されるため、予測が困難ですが、稚魚の発生状況

が概ね２～３年後の漁獲量に反映される傾向が

認められます。H16 年、17 年の 2年間は稚魚の発

生が良かったことから、H19年についても概ねH18

年並の資源水準が維持されるものと予測されま

す。しかしながら H18 年の稚魚の発生は低い水準

にあり、漁獲資源への加入状況は低い水準にあっ

たものと推測されます。 
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図 鳥取県におけるマダイの漁獲量推移 

※その他タイ類を含む 
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調査のはじまり 

鳥取県栽培漁業センターがアカイカ（下の写

真）の調査に乗り出したのは今から 5 年前の平成

14 年でした。この時点では、アカイカが地域の沿

岸漁業を支える重要資源になっていたにもかか

わらず、その生態は不明な点ばかりであったため、

市場調査などによ

り漁業の実態を解

明することからス

タートしました。 
標識放流調査の開始 

 アカイカがどのような回遊をしているのか・・・、

漁業者の方々が持っている素直な疑問を解明す

るため、漁業者自らが調査に乗り出しました。 
 この調査はアカイカに番号の着いた標識を装

着し放流するという調査で、平成 15－18 年の４

年間実施しました。標識の着いたアカイカは鳥取

県内だけでなく島根～富山の各地から捕獲の報

告があり、アカイカの移動傾向など資源生態に関

する多くの情報を得ることができました。 
また、この調査がきっかけとなり、研究自体も

新たなステップへ大きく踏み出すことができま

した。 
アカイカの遊泳水深や水温の解明 

 さらに、平成 16－18 年には標識放流の応用版

として、水温や水深を定期的に測定し記憶できる

センサーを着けたアカイカの放流も実施しまし

た。３年間で 144 個体のセンサー着きアカイカを

放流し 24 個体の再捕がありました。この調査の

結果アカイカが規則正しい日周鉛直移動をして

いることなど（右上図）、多くの新しい生態的知

見が得られました。 

 
図 アカイカの時間帯別遊泳水深  

あかいかシンポジウムの開催 

 これらの調査結果を漁業者の方々へ報告する

ために、「あかいかシンポジウム」を 2 ヶ年にわ

たり開催しました（第一回目を平成 18 年 2 月に

鳥取県漁協本所で、第二回目を平成 19 年 2 月に

ＪＦ香住で開催）。シンポジウムでは、アカイカ

の回遊生態について共同研究を実施してきた鳥

取県、兵庫県の調査担当者の発表に加え、近畿大

学、九州大学、水産大学校などの先生方にも講演

していただきました。二回とも１００名以上の参

加者があり、好評のうちにシンポジウムを終える

ことができました。 
今後に向けて 

 標識放流等の調査は平成18年度で終了ですが、

これまでの調査で得られた結果をもとに、漁況予

測情報など、漁業者の皆様の経営に役立つ情報を

今後とも発信していく予定です。アカイカについ

て何か知りたいことがあれば、鳥取県栽培漁業セ

ンターまでお問い合わせ下さい。

 

アカイカ・・・  アカイカは鳥取県などで呼ばれる地方名で、正式にはソデイカ（学名：Thysanoteuthis 

rhombus）と言います。寿命１年で胴長１ｍまで成長します。分布範囲は広く、世界中

の熱帯～温帯域に生息します。 

 
※アカイカに関する詳細な調査報告資料もありますので、必要な方は鳥取県栽培漁業センターにお問い合わせ下さい 




